
報告第４号 

   債権の放棄について報告の件 

 芽室町債権管理条例第６条の規定に基づき、町の債権について次のとおり放棄した

ので報告するものであります。 

  令和８年６月１日提出 

芽室町長 手 島  旭  

 

１ 放棄した債権の名称及び件数  

  公営住宅使用料                      ９件 

学校給食費保護者負担金                  ３件 

簡易水道使用料                     ３９件 

  上水道使用料                     ２１８件 

  診療収入個人負担金                    ７件 

２ 放棄した債権の額 

  公営住宅使用料                １１１，６３０円 

学校給食費保護者負担金             １１，６００円 

簡易水道使用料                １８６，５０１円 

  上水道使用料                 ７１７，８５５円 

  診療収入個人負担金              ３７３，５４３円 

３ 債権を放棄した事由 

  別記のとおり 

４ 債権を放棄した年月日 

  別記のとおり 

 

説 明 

芽室町債権管理条例に基づき、令和８年３月３１日までに債権を放棄したものであ

ります。 
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（単位：円）

件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

H31 2 37,430 2 37,430

R2 7 74,200 7 74,200

合計 9 111,630 9 111,630

H28 3 11,600 3 11,600

合計 3 11,600 3 11,600

H29 7 52,129 7 52,129

H30 7 49,732 7 49,732

H31 7 25,834 7 25,834

R2 12 43,164 12 43,164

R3 6 15,642 6 15,642

合計 14 101,861 25 84,640 39 186,501

H23 8 38,332 8 38,332

H24 5 26,552 5 26,552

H25 5 26,048 5 26,048

H26 2 5,118 8 31,880 10 36,998

H27 8 20,472 12 38,227 20 58,699

H28 6 11,514 24 65,488 1 1,279 31 78,281

H29 15 63,025 28 69,410 43 132,435

H30 17 101,111 23 62,047 40 163,158

H31 6 9,026 5 14,163 11 23,189

R2 17 91,919 4 5,212 21 97,131

R3 6 7,818 3 9,669 9 17,487

R4 7 9,121 7 9,121

R5 7 9,121 7 9,121

R7 1 1,303 1 1,303

合計 71 302,185 1 1,303 142 403,419 4 10,948 218 717,855

H20 2 179,395 2 179,395

H29 3 91,838 3 91,838

H1 2 102,310 2 102,310

合計 5 194,148 2 179,395 7 373,543
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別記

債権を放棄した事由

芽室町債権管理条例第６条
債
権
の
名
称

債権
発生
年度

放棄した債権の
件数および金額時効

（第１号）
相続の限定承認

（第２号）
破産

（第３号）
生活困窮
（第４号）

居所不明等
（第５号）

債権を放棄した
年月日
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